


回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

行政監査
R2.12.25～
R3.2.3

鍵の管
理

（１）鍵の管理について

措
置
済

財
務
情
報
課

意
見

　合鍵は、購入費用が安価なこ
とから消耗品として購入されてい
るが、鍵は施設の安全と秩序、
財産を保護する重要なものであ
る。
　また、鍵は、職員に貸与されて
いることから、責任者等が鍵の把
握（管理）をしていないと、紛失
等が生じた場合には管理責任を
問われる。
　しかしながら、鍵の管理関して
は、瑞穂市職員服務規程などに
おいて部分的に定めているに過
ぎない。
　今後は、危機管理の観点か
ら、合鍵の購入時及び職員異動
時の対応並びに鍵の台帳整備
など、鍵の管理に関する統一的
な規定を定め、これに則った鍵
の管理事務としていただきたい。

財務情報課において統一的な
鍵の管理に係るマニュアルを作
成し、部長会議（令和３年７月１３
日）及びイントラネットグループ
ウェアを使用（令和３年７月１４
日）し、全職員へ周知徹底を行
いました。



意
見

　文化協会において、支払方法
に関する規程等は定めていない
とのことではあるが、特に、立替
払は個人の私的なお金との区別
が不明確になり、不適切な会計
処理が生じる可能性があるた
め、今後は、立替払を含め会計
処理規程等を定めて適切に会
計処理をしていただきたい。

　会計処理規程を策定し、適切
な処理ができるようにしました。

意
見

　廃棄等の備品記録管理が行
われておらず、不適切な備品処
理が生じる可能性がある。
　今後は、備品台帳等を作成
し、適切に記録管理していただ
きたい。

　備品台帳を作成しました（取得
価格３万円以上）。

結
果

　担当課によると、「瑞穂市文化
協会周年記念行事」を開催する
ために基金の積立て（積立金）
を認めているとのことであるが、
平成26年度財政援助団体等監
査報告書（文化協会）では、「5
年ごとの記念事業を開催するに
あたり、基金（積立金）を計上し
ていたが、積立金は、「瑞穂市
補助金等の交付に関する指針」
（以下、「指針」という。）で補助
対象外経費とされたことにより、
平成25年度に残金すべてを繰り
入れて廃止されている。」という
報告内容であり、担当課が基金
の積立て（積立金）を認めていた
ことは指針に反している。早急に
基金の返還をさせ、指針に沿っ
た運用を行うべきである。

　　「瑞穂市補助金等の交付に
関する指針」にて補助金を原資
とする積立金は認めておりませ
んが、今回返還を指摘されてい
る基金については、補助金が原
資となっていると断定できるもの
ではありません。
　今後は原資が確定できない状
況での積立は認めず、補助金を
財源としていないことが明確であ
る場合のみ基金の積立を認める
こととし、現在の基金は次回の周
年事業の財源として全額繰入さ
せ、それ以降は周年事業の年度
に必要額を要求してもらうように
して明瞭な会計にしていきます。

回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

財政援助
団体等監
査
（瑞穂市文
化協会）
R2.10.26
～
R3.1.15

瑞穂市
文化協
会
生涯学
習課

瑞穂市文化協会について
（１）立替払について

措
置
済

生
涯
学
習
課

（２）備品管理について

措
置
済

生
涯
学
習
課

生涯学習課について
（３）文化協会基金（積立金）につい
て

改
善
進
行
中

生
涯
学
習
課



結
果

　一括発注が可能と思われる物
品を複数回に渡って同日又は
数日以内に購入した物品の請
求書を5万円未満に分割して発
注することは、請書の作成を省
略するために行われていたと言
わざるを得ない。
　今後は、契約事務処理要領に
基づき適正に処理すべきであ
る。

　一括発注が可能な物品につい
ては、契約事務処理要領に基づ
き、適正に処理をするように、学
校事務職員研修においても指
導を行いました。
　契約事務については、学校教
育課と教育総務課で連携を図り
ながら適正に処理を行っていく
ことにしました。

結
果

　平成30年度施工工事（穂積中
学校テニスコート）による住宅建
具の変化は見られなく経年変化
と考えられ、平成26年度の池造
成工事によって変化を促進させ
た可能性があることなどから、工
事損害扱いとして市民の住宅建
具を修繕工事し、修繕料
243,000円支出したとのことであ
る。
　そもそも、損害賠償であるなら
ばその根拠を明確にしなければ
ならない。
　工事による損害の可能性のみ
で市の過失が明らかでないもの
を修繕工事として支出しており、
その原因が市の過失によるもの
であれば、過失の理由・割合を
明確にした上で、今回の事案に
おいては、地方自治法第180条
の規定により市長の専決処分、
議会報告したのち歳出科目「補
償、補填及び賠償金」で支出
し、適法に事務処理すべきで
あった。
　また、決裁文書においては、
「経年変化」と「工事による変化」
を詳らかにすることなく工事損害
扱いとした修繕施行の実施と結
論付けたが、この判断は曖昧で
了しており、さらに契約方法伺書
等においては①工事場所の地
番の記載はなく②工事名は関連
建具修繕工事と記載され、建物
損害補修工事である旨の記載
がされておらず、疑義が残る決
裁文書になっており不適切な決
裁文書等と言わざるを得ない。
　公金の支出については、支出
根拠を明確にし、適正な事務処
理をすべきである。

　調査の結果、当該工事によっ
て沈下が促進し、市に過失があ
ると判断した事案ではあるが、指
摘のとおり議会報告し「補償、補
填及び賠償金」として支出すべ
き案件であった。
　今後は支出根拠を明確にし、
決裁等文書において明記した上
で適法に事務処理を行います。

教
育
総
務
課

措
置
済

回答
担当

定期監査
R2.12.4

穂積中
学校
学校教
育課
教育総
務課

（１）物品購入について

措
置
済

学
校
教
育
課

（２）穂積中学校テニスコート関連建
具修繕工事について

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

結
果

　ガラス破損の経緯・過失割合
の算定方法・一部負担金の通知
等の決裁等は作成されておら
ず、公費・私費等負担区分の基
準がないため、過去からの引継
ぎで生徒の保護者に一部負担
をさせているとのことであるが、
過去からの引継ぎを根拠とする
器物破損等の一部負担金は適
切とは言えない。
　今後は、器物破損等の公費・
私費等負担区分の基準を明確
にし、器物破損等発生した場合
は、経緯・通知等の決裁等を作
成すべきである。

　各学校における児童生徒が関
わっているガラス破損時におけ
る修繕費の負担状況について
調査し、把握した。今後、この結
果をもとに、器物破損等におけ
る公費・私費の負担区分の基準
について検討する予定です。

結
果

　備品については、調査・確認
等できなかったものについて、
安易に所在不明を理由に除却
すべきではない。
　また、備品シールの貼付がな
いものもあり、備品紛失・盗難等
があっても分らない状況である。
　すべての登録備品について現
物を確認し、適正な管理をすべ
きである

　各学校において、すべての登
録備品について現物を確認し、
適正な管理ができるよう、校長
会・教頭会・事務職員研修会・
学校訪問の際に指導を行ってい
ます。
　また、第２回の学校訪問の際
に、学校教育課の担当が、備品
を一部抜粋し現物確認を行って
います。

（４）備品管理について

定期監査
R2.12.4

穂積中
学校
学校教
育課
教育総
務課

（３）ガラス取替工事（修繕料）につい
て

改
善
進
行
中

学
校
教
育
課

改
善
進
行
中

学
校
教
育
課



結
果

　資金前渡時の領収書の宛名
は「資金前渡職員宛」と規定され
ていることから、宛名が空欄の領
収書は許されない。
　今回、まとめて購入したため一
部の保育所では写しの領収書を
使用し、その保育所の支払金額
を支払者側で記入しているが、
「一の請求書、領収書等が、数
通の調書に係るものであるとき
は、当該証拠書類は、主な調書
に添付するとともに関連する調
書名、調定決議番号その他の番
号（以下「調書決議番号」とい
う。） 及び金額内訳を記載する
ものとし、他の調書には当該証
拠書類を添付した調書名及び
調書決議番号を記載しなければ
ならない。」とする瑞穂市会計規
則第73条第2項の規定に沿った
会計処理がなされていない。
　今後は、同規則に沿った適正
な会計処理とすべきである。

令和3年5月10日の保育所長会
にて、瑞穂市会計規則に沿った
適正な処理について確認を行
い、各保育所において徹底する
こととしました。

意
見

　令和元年10月より、主食費は
保護者が市へ納入することとなり
通帳の使用は無くなったとのこと
である。
　現金残高が零円の通帳ではあ
るが、通帳を残していれば、これ
に伴い通帳と印鑑を管理しなけ
ればならない上に、当該通帳が
他の目的に悪用されるリスクを負
うことから、解約を含め保護者会
主食代の通帳を保管することに
ついての検討をしていただきた
い。

令和3年5月10日の保育所長会
にて、ご指摘の通帳の有無と使
用について確認した。現在使用
していないこと、今後も使用の予
定はないことの確認が取れたた
め、解約することとした。6月末現
在で解約済みであることを確認
しました。

措
置
済

幼
児
教
育
課

回答
担当

定期監査
R2.11.26

牛牧第
１保育
所
幼児支
援課
教育総
務課

（１）資金前渡について

措
置
済

幼
児
教
育
課

（２）保管している通帳について

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)



意
見

　Yahoo!公金支払サービス（クレ
ジットカード納付）は令和3年度
をもって終了するとのことである
が、軽自動車税のクレジットカー
ド納付利用件数・利用率は、
年々増加している状況であるた
め、クレジットカード納付の利用
者に支障がないよう新たな公金
支払サービス（クレジットカード
納付）を検討していただきたい。
　また、新型コロナウィルス感染
症拡大防止対策として、非対面
式であるクレジットカード納付の
対象税目（市・県民税、固定資
産税）の拡大も検討していただき
たい。

国では地方公共団体に向けて
共通納税システム環境を、令和
５年度供用開始するため構築が
進められているところであるが、
瑞穂市においては、共通納税シ
ステムを進めるとともに、納税方
法の拡大を図るためスマートフォ
ン収納提携先業者及び対象税
目の追加を令和４年度に向けて
調整している。

結
果

　平成31年4月1日より、スマート
フォンによる決済サービス「PayB
（ペイビー）」が利用可能になっ
たにもかかわらず、利用案内が
「広報みずほ」のみで、ホーム
ページに掲載されていなかった
ことは周知が十分であるとはい
えない。
　新型コロナウィルス感染症拡大
防止対策として、非対面式であ
るスマートフォン決済「PayB（ペ
イビー）」についてホームページ
等で利用拡大に向けた案内を
すべきである。

現在、令和４年度開始に向けて
スマートフォン収納提携業者拡
大を調整している。今後、業務
開始決定しだい、広報、ホーム
ページ等で周知を図る。

結
果

　瑞穂市青色申告会への補助
金は、補助金交付申請書に記
載された会員数を基に概算払で
支出され、補助事業実施報告書
の会員数を上回る補助金の支
出がされていた。
　平成28年度から平成31年度ま
での各年度の補助金交付申請
（6月）の会員数と補助事業実施
報告（3月末）の会員数を比較す
ると補助事業実施報告の会員数
（会費から算定した会員数）が減
少していたにもかかわらず零円
で精算され、補助金の返金が行
われていなかった。
　補助金交付申請額が交付決
定され概算払で支出されている
のであるならば、補助事業実施
報告書の会員数で補助金額を
確定し精算を行うべきである。

　ご指摘のとおり、会員数は年々
減少の一途を辿っている状況と
なっており、同様に商工会会員
数においても減少しています。
　しかしながら、青色申告会の目
的である正確な申告・納付をす
るため記帳や経営指導を行って
いること、また、補助対象事業内
の金額であることなどから、青色
申告会と精算並びに今後の算
出方法等の調整を行う。

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

（２）スマートフォン決済「PayB（ペイ
ビー）」について

改
善
進
行
中

回答
担当

（１）クレジットカード納付について

改
善
進
行
中

税
務
課

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

税
務
課

（３）瑞穂市青色申告会補助金につ
いて

改
善
進
行
中

税
務
課

定期監査
R2.10.26

税務課



回答
担当

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

意
見

　早急に修正するとともにホーム
ページ更新、事務のチェック体
制の見直しを図っていただきた
い。

　未更新個所については修正し
ました。今後は定期的な見直し
をするとともに新たな項目の掲
示や時期に合わせた掲示内容
の見直しをするなど、ホーム
ページ担当者を中心に事務を
執り行っていくこととしました。

税
務
課

（４）ホームページについて

措
置
済

定期監査
R2.10.26

税務課



監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

回答
担当

（１）研修について

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

改
善
進
行
中

　新規採用職員及びホームペー
ジ委員で未受講者を対象に研
修を行い、アンケートを実施す
る。ただし新型コロナウイルス感
染症の影響により、受講人数や
受講方法に制限があるため、コ
ロナ禍においても可能な研修方
法について検討を行っていきま
す。

総
合
政
策
課

　研修は、職員のホームページ
に関する操作習得及び資質の
向上に繋がることから、今後は、
瑞穂市公式ホームページ研修
については、新規採用職員に対
し参加を義務付けるなど、受講
の促進を図り、各小中学校及び
ほづみ幼稚園においても、研修
を実施していただきたい。
　また、受講者にアンケート等を
実施し、研修に関する意見等を
把握することにより効果検証を行
い、受講者の資質の向上等に努
めていただきたい。

行政監査
R2.1.11～
R2.2.12

ホーム
ページ

意
見



意
見

　市民に「みずほバス」の愛称で
親しまれている自主運行バスで
あるが、名称・呼称を使い分ける
ことに、合理的な理由がない以
上、複数の名称・呼称を使用す
ることは、紛らわしく、呼び間違
い、認識誤り等のリスクとなるの
で、望ましくない。
　名称・呼称については、市民・
議会・事業者・行政で共有できる
よう、統一していただきたい。

ホームページ、広報等の名称を
「みずほバス」に統一しました。
協定書については、内容に変更
がない場合は自動更新としてい
るため、他の内容変更が生じ、
変更協議をする際に修正するこ
ととしました。

回答
担当

定期監査
R2.2.12

総合政
策課

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

（６）名称・呼称について

総
合
政
策
課

不

(

未

)

措
置



結
果

　徴収根拠のない幼稚園交通安
全協力費をバス利用の園児の
保護者のみ雑入として徴収し、
施設管理費に財源充当すること
は、違法・不当とまでは言えない
ものの、幼稚園運営上、著しく公
平性に欠けており、本来の目的
を逸脱していると言わざるを得な
い。
　今後は、幼稚園運営を適切に
行うためにも、幼稚園交通安全
協力費の使途や徴収根拠を明
確にすべきである。

　幼稚園交通安全協力費の在り
方については、幼稚園の運営と
バスの運行方法含め、総合的に
検討しています。

回答
担当

定期監査
R元.11.8

ほづみ
幼稚園
学校教
育課
教育総
務課

（２）幼稚園交通安全協力費につい
て

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

改
善
進
行
中

学
校
教
育
課



意
見

　今年度も魅力ある学校づくり活
動をしていくとのことであるが、そ
れではただ補助事業ではなく
なっただけである。また、平成31
年度からは、活動に係る消耗品
等を一般会計から支出すること
になるが、今までの経費が単純
に上乗せされただけにすぎな
い。
　今後は経費に対して児童・生
徒への成果がどれほどのものな
のか検証を行った上で、地域性
を活かした活動をしていただき
たい。

・各学校の予算査定において、
魅力ある学校づくりの活動内容
と効果、必要な消耗品等の見積
りを基に精査した。また、年度末
には各学校から提出された当該
年度における活動の成果報告を
もとに、成果検証を行いました。
　今後も、地域の特徴や児童生
徒の実態をいかした魅力ある学
校づくりに活かしていけるよう指
導を継続していくこととしました。

結
果

　平成30年度までは、各小中学
校から会計簿、収入金調書、支
出金調書、活動内容が学校教
育課に報告されてきた。平成31
年度からは、消耗品等の物品に
ついて一般会計から支出される
ことになり、支出面については学
校教育課で確認できるが、活動
内容については確認できなくな
る。
　次年度予算の積算資料や活
動内容の費用対効果を把握で
きなくなるため、担当課は各小
中学校から、引き続き実績報告
だけは求めるべきである。

・今後も活動内容や費用対効果
を継続的に確認し、魅力ある学
校づくりに向けた指導に活かす
ために、年度ごとに各学校の活
動の成果報告を各小中学校か
ら学校教育課に提出することとし
ました。

定期監査
R元.10.31

学校教
育課

（１）魅力ある学校づくりについて

措
置
済

学
校
教
育
課

（２）補助事業実績報告書について

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

回答
担当

措
置
済

学
校
教
育
課



意
見

 同日検診は、受診率向上のた
めの効率的・効果的な取り組み
であり、総合センターでの実施
は場所的に困難であることから、
西部複合センターでの受診を、
公共交通網を活用する等、積極
的に推進していただきたい。
　また、2か所での検診を、将来
はどうするか、今から検討してい
ただきたい。

現在の２箇所での検診は、穂積
側からの要望に起因しており、
巣南保健センター１箇所での実
施は、住民サービスの低下とな
る。したがって、現行の２箇所で
の検診を継続します。

意
見

　妊婦健診は、妊婦・胎児の健
康管理を充実させ、ハイリスク出
産を予防し、安全・安心な出産
に結び付ける上から推奨されて
おり、それに伴う公費負担は、財
政上、地方交付税措置が講じら
れていることから、初期からの妊
婦健診の受診を周知啓発してい
ただきたい。
　妊婦歯科健診は、受診率が
25.7%と低いものの、受診者の大
半が要指導・要治療であった。
歯は健康の原点であることから、
受診率向上に向けて努力してい
ただきたい。

　母子健康手帳交付の際に案
内を渡し、検診の内容を丁寧に
説明しており周知啓発は十分
行っている。
　また、妊婦歯科健診について
も、母子健康手帳交付時にかか
りつけ歯科医を持つことを推奨
し、歯科健診の必要性を丁寧に
説明した上で、検診の無料券を
交付し検診を促している。以上
のように受診率向上に向け働き
かけを行っており、今後も継続し
ていきます。

監査名等

定期監査
H30.10.9

健康推
進課

（１）がん検診について

不

(

未

)

措
置

（３）妊婦健診について

措
置
済

健
康
推
進
課

監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

回答
担当

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

健
康
推
進
課



意
見

　巣南公民館の使用料や水道
光熱費等の支払について、Ｌｉｎ
ｋ－ｕｐみずほからは真摯に受け
止め対応するとの回答であっ
た。
　他団体の状況と上記Ｌｉｎｋ－ｕ
ｐみずほの意向を考慮し、今後
の施設使用料や水道光熱費に
ついて前向きに検討していただ
きたい。

　公民館条例施行規則第9条第
1項第1号に該当すると判断し、
100分の50を減額した水道光熱
費を含む施設使用料を令和3年
度より徴収することとしました。

監査名等
監査
対象

財政援助
団体等監
査
（特定非営
利活動法
人Ｌｉｎｋ－ｕ
ｐみずほ）
H30.5.31
～
H30.7.26

生涯学
習課
Ｌｉｎｋ－
ｕｐみず
ほ

生
涯
学
習
課

措
置
済

（９）巣南公民館の使用料及び水道
光熱費について

生涯学習課について

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

回答
担当



意
見

　現時点では、ボランティア団体
「国際交流MIZUHO」が主催す
るウェルカムパーティの食糧費
や京都へのバス借上料などへの
支出に明確な根拠はない。
　市が関与する必要性も含め当
事業の有用性を検討し、明確な
支出根拠を定め、国際交流を推
し進めていただきたい。

　市の今後の方針として、増加
する外国人対策としての多文化
共生にシフトしていく旨を「国際
交流ＭＩＺＵＨＯ」へ打診し、協
力の依頼済である。
　今年度、他のボランティア団体
との連携を視野に該当団体等と
協議を進めていく予定である。

※令和３年度の活動について
は、コロナ禍のため中止。

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取り組みの内容
(R3.8時点)

回答
担当

（５）国際交流について

改
善
進
行
中

市
民
協
働
安
全
課

定期監査
H29.10.30

秘書広
報課


